
平成 22年４月１日から

建築行為の有無に関らず、山林や田畑において盛土や切土工事を

行う場合、その区域の面積が 1,000 ㎡以上で、かつ盛土又は切土

による高さが 1ｍ以上となるものは事前に届出が必要となります。

●要綱の趣旨

土砂等の流出等による災害の発生を防止することを目的とします。

●要綱の概要

◎埋立て等の工事着手の 14日前までに届出が必要となります。

◎盛土、切土及び排水等により周辺に影響のないよう対策が必要です。

●届出の適用とならないもの

①国又は地方公共団体が行う土地の埋立て等

②国及び県の補助事業の認可を受けて行う土地の埋立て等

③災害復旧のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等

④都市計画法や森林法その他法令等の規定に基づく許認可等を受けて行う

土地の埋立て等で市長の認めるもの

＊詳細については下記までお問い合わせください。

お知らせ

＜届出先・お問い合わせ＞
○林地に関すること

宮崎市農政部森林水産課 ℡ 0985-21-1919（直通）
○農地に関すること

宮崎市農業委員会事務局 ℡ 0985-21-1784（直通）
○林地、農地以外に関すること

宮崎市都市整備部開発審査課 ℡ 0985-21-1818（直通）

「宮崎市土砂等による土地の埋立て等に

関する指導要綱」が施行されました。


